
 

農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書 

 

（発議第１号・原案否決） 

米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの稲作農家が「これでは作り続けられな

い」という状況が生まれています。また「安いコメ」の定着によって、生産者だけでなくコ

メの流通業者の経営も立ち行かない状況となっています。 

こうしたなかで政府は、農地を集積し、大規模・効率化をはかろうとしていますが、この

低米価では規模拡大した集落営農や法人ほど赤字が拡大し、経営危機におちいりかねません。 

平成 25 年度までは、主要農産物（米、麦、大豆など）の生産を行った販売農業者に対し

て、生産に要する費用（全国平均）と販売価格（全国平均）との差額を基本に交付する「農

業者戸別所得補償制度」がとられ、多くの稲作農家の再生産と農村を支えていました。 

平成 26年度からは「経営所得安定対策」に切り替わり、米については 10ａあたり 7,500

円の交付金へと引き下げられ、稲作農家の離農が加速し、地域がいっそう疲弊しています。

しかも、この制度も平成 30年産米から廃止されようとしています。 

これでは、稲作経営が成り立たないばかりか、水田のもつ多面的機能も喪失し、地域経済

をますます困難にしてしまうことはあきらかです。 

私たちは、いまこそ欧米では当たり前となっている、経営を下支えする政策を確立するこ

とが必要だと考えます。そうした観点から、当面、生産費をつぐなう農業者戸別所得補償制

度を復活させて、国民の食糧と地域経済、環境と国土を守ることを求めます。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年３月１０日 

 

青 森 県 議 会 



 

海洋ごみの処理推進を求める意見書 

 

（発議第２号・原案可決） 

 昨年、全国各地を襲った台風と台風崩れの温帯低気圧は、甚大な被害をもたらし

た。中でも、氾濫した河川から流れ出た流木は、漁業被害をもたらし、海岸に漂着

した大量の流木の処理に長時間を要する事態が発生した。 

 以前には、海岸保全区域外での漂着物対策に「地域グリーンニューディール基

金」を利用できたが、現在は「海岸漂着物等地域対策推進事業」だけで、しかもこ

の事業は災害対応を想定したものとはなっていない。 

 海洋ごみは災害関連の物だけではない。２０１５年のＧ７エルマウ・サミットに

おいて、プラスチックごみによる海洋汚染が取り上げられ、海洋ごみ対策は世界的

課題として初めて認識された。２０１６年のＧ７伊勢志摩サミットにおいても、海

洋ごみの発生抑制及び削減に向けて対処することが確認されている。 

 海洋ごみは、国内外を問わず多様な地域由来のものが混在しており、市町村にと

っては自ら発生抑制対策を行ったとしても問題解決につながらない状況にある。

特に、海洋ごみの約７割は河川由来との指摘があり、河川管理者に任せられている

ごみ処理に加え、これらに対する発生源対策は重要課題である。そこで、海洋ごみ

の処理の推進並びに発生抑制及び削減に向けて下記の事項に取り組むよう求める。 

記 

 

１．海洋ごみの主要な発生源となっている河川については、国管理河川以外の河川

管理者の厳しい財政状況を考慮して国による新たな発生源対策を進めること。 

 

２．地域グリーンニューディール基金のような市町村が機動的に活用できる海洋

ごみ対策を進めること。 

 

３．海洋プラスチックごみについては、国際社会と連携してその発生抑制及び削減

に努めるとともに、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの量・分布等の実態を

把握するための調査をさらに推進し、国民生活への影響を回避するための研究

を進めること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年３月２２日 

青 森 県 議 会 



 

指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書 

 

（発議第３号・原案可決） 

指定給水装置工事事業者制度は、平成８年の水道法改正以来、全国一律の指定

基準を持って運用されてきた。しかし、平成２５年度末の厚生労働省のアンケー

ト調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約３千者、違反行為件数は年１，

７４０件、苦情件数は年４，８６４件など、トラブルが多発している実態が明ら

かになった。 

 現行制度では、新規の指定のみが規定されるため廃止、休止等の状況が把握さ

れないことや、工事事業者が複数の水道業者から指定をうけている場合には水

道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘さ

れている。 

 水道利用者の安心・安全のためには、不適格事業者を排除し、継続的なメンテ

ナンスを確保する必要がある。そこで、建設業と同様に現行制度に更新制を導入

することを強く求める。 

 

記 

 

１．指定給水装置工事事業者制度を更新制とすること。 

 

２．水道が生活密着型インフラであることに鑑み、地域活性化に資するため、配

管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を

将来にわたって確保すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年３月２２日 

青 森 県 議 会 



 

無料公衆無線 LAN（Wi‐Fi）環境の整備促進を求める意見書 

 

（発議第４号・原案可決） 

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、通信環境の整備、

とりわけ無料公衆無線 LAN（Wi‐Fi）環境の整備は喫緊の課題となっています。 

2014年度に観光庁が行った「平成 26年度訪日外国人旅行者の国内における受

入環境整備に関する現状調査結果」によると、旅行中最も困ったこととして、無

料公衆無線 LAN 環境が 30.2％と最も高く、特に公共施設や観光施設における

Wi‐Fi環境の普及や利用手続きの簡便性の面での課題が指摘されています。 

政府は、防災の観点から、2020年までに約３万箇所の Wi‐Fi環境の整備を目

指しており、また空港や駅・鉄道、宿泊施設など人が多く出入りする場所には、

民間での設置を働きかけています。 

 Wi‐Fi 環境の整備促進は、インバウンドのさらなる増加だけでなく、防災拠

点となる公共施設等の災害時における通信手段の確保にも大きく貢献すること

から、以下の項目について強く要望します。 

 

記 

 

１．鉄道・バス等の公共交通機関やホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に

対する Wi‐Fi整備支援事業を一層拡充すること。 

 

２．日本遺産・国立公園等の観光拠点や観光案内所における Wi‐Fi環境の整備

を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること。 

 

３．防災の観点から、避難所・避難場所の学校、市民センター、公民館等の防災

拠点や、博物館・自然公園等の被災場所として想定される公的拠点への Wi‐

Fi環境の整備を行う地方公共団体に対して、財政的支援措置を導入すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年３月２２日 

青 森 県 議 会 
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